
事
業
者
の
負
担
す
る
総
額
設

置
費

用
円

維
持
管
理
費
用

円

う
ち
届
出
者
の
負
担
費
用
設

置
費

用
円

維
持
管
理
費
用

円

隣
接
緑
地
等
の
配
置
に
関
す
る
概
略
図

そ
の
他
の
説
明

平成˜�年š月š˜日 水曜日 (号外第�Ÿ号)官 報

備
考
１
「
事
業
者
の
負
担
す
る
総
額
」
の
欄
に
は
、
隣
接
緑
地
等
の
整
備
に
つ
き
当
該
工
業
集
合
地
に
工
場
又

は
事
業
場
を
設
置
す
る
事
業
者
が
負
担
す
る
費
用
の
総
額
に
つ
い
て
、
設
置
費
用
、
維
持
管
理
費
用
（
毎

年
の
維
持
管
理
費
用
に
協
定
等
に
よ
る
維
持
管
理
期
間
を
乗
じ
た
金
額
）の
そ
れ
ぞ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
。

２
「
う
ち
届
出
者
の
負
担
費
用
」
の
欄
に
は
、
隣
接
緑
地
等
の
整
備
に
つ
き
届
出
者
が
負
担
す
る
費
用
に

つ
い
て
、
設
置
費
用
、
維
持
管
理
費
用
（
毎
年
の
維
持
管
理
費
用
に
協
定
等
に
よ
る
維
持
管
理
期
間
を
乗

じ
た
金
額
）
の
そ
れ
ぞ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
六
中
「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に「（
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
含
む
。）」
を
加

え
、「
第
三
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
三
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
大
学
の
設
置
者
を
当
該
地
方
公
共
団
体
が
新
た
に

設
立
す
る
公
立
大
学
法
人
に
変
更
す
る
場
合
の
設
置
者
の
変
更
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
は
、
認
可
申
請
書
に
、

当
該
地
方
公
共
団
体
が
、
変
更
前
及
び
変
更
後
の
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
事
項
並
び
に
変
更
の
事
由

及
び
時
期
を
記
載
し
た
書
類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
中
「
国
立
及
び
私
立
の
学
校
」
を
「
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
及
び
私
立
学
校
」
に
改
め
る
。

（
学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

学
校
施
設
の
確
保
に
関
す
る
政
令
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
文
部
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
令
と
い
う
」
を「「
令
」
と
い
う
」
に
改
め
、「
国
立
学
校
に
つ
い
て
は
官
報
に
よ
り
、
公
立
学
校
に
つ

い
て
は
」
を
削
る
。

（
学
位
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

学
位
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改
め
る
。

「
第
三
章

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
が
行
う
学
位
授
与
」
を
「
第
三
章

独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位

授
与
機
構
が
行
う
学
位
授
与
」
に
改
め
る
。

第
六
条
、
第
八
条
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
三
条
第
二
項
中
「
大
学
評
価
・
学

位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改
め
る
。

（
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
中
「
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改

め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
国
」
の
下
に「（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。）」
を
、「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に「（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
国
立
の
大
学
に
お
い
て
行
う
」
を
削
り
、「
百
円
」
の
下
に
「
を
基
準
と
し
て
試
験
を
行
う

大
学
が
定
め
る
額
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
六
十
七
条
の
二
中
「
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
を
「
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
」
に
改

め
る
。

（
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
文
部
省
令
第
三
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
五
号

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）、
独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
三
号
）、
独
立
行
政
法
人
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）、
独
立
行

政
法
人
国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
五
号
）、
独
立
行
政
法
人
メ
デ
ィ
ア
教
育
開

発
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
六
号
）、
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
七
号
）、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
及
び
地

方
独
立
行
政
法
人
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
九
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備

等
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

国
立
大
学
法
人
法
等
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
省
令
の
整
備
等
に
関
す
る
省
令

（
産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
等
の
廃
止
）

第
一
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

産
業
教
育
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
文
部
省
令
第
十
七
号
）

二

国
立
学
校
に
お
け
る
授
業
料
そ
の
他
の
費
用
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
六
年
文
部
省
令
第
九
号
）

三

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）

四

奨
学
寄
附
金
委
任
経
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
四
号
）

五

国
立
久
里
浜
養
護
学
校
組
織
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）

六

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
大
学
院
に
置
か
れ
る
研
究
科
の
長
を
定
め
る
省
令
（
昭

和
五
十
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）

七

大
学
共
同
利
用
機
関
組
織
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
文
部
省
令
第
十
二
号
）

八

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
大
学
共
同
利
用
機
関
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人
の
国
立
の
大
学
の
教
員
に
相
当
す
る
職
員
等
の
任
期
に

関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
文
部
省
令
第
三
十
一
号
）

九

大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
組
織
運
営
規
則
（
平
成
三
年
文
部
省
令
第
三
十
八
号
）

十

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人
の
国
立
の
大
学
の
教
員
に
相
当
す
る
職
員
等
の

任
期
に
関
す
る
省
令
（
平
成
三
年
文
部
省
令
第
四
十
一
号
）

十
一

国
立
学
校
財
務
セ
ン
タ
ー
組
織
運
営
規
則
（
平
成
四
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）

十
二

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
国
立
学
校
財
務
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人
の
国
立
の
大
学
の
教
員
に
相
当
す
る
職
員
等
の

任
期
に
関
す
る
省
令
（
平
成
四
年
文
部
省
令
第
二
十
九
号
）

十
三

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
く
大
学
共
同
利
用
機
関
等
の
職
員
の
う
ち
専

ら
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め
る
手
続
及
び
任
期
を
定
め
る
手
続
に
関
す
る
省

令
（
平
成
九
年
文
部
省
令
第
三
十
四
号
）

十
四

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
第
八
条
第
一
項
及
び
第
十
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
国
立
高
等
専
門
学
校

の
教
員
及
び
助
手
に
関
す
る
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
特
例
の
適
用
対
象
を
定
め
る
省
令
（
平
成
九
年
文
部
省

令
第
三
十
七
号
）

十
五

国
立
大
学
の
学
科
及
び
課
程
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
四
年
文
部
科
学
省
令
第
五
号
）
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